
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東川町選挙管理委員会 



１．掲載文の申請について 

(1)掲載文の掲載申請は、必ず２月２２日（午後５時まで）に町選挙管理委員会

に提出してください。この日時経過後においては、申請があっても受理でき

ません。 

(2)掲載文の掲載申請は、候補者又は代理人のかたが、次の書類を添えて申請し

てください。 

(3)提出書類 

 ①選挙公報掲載申請書   １通 

 ②選挙公報掲載原稿    ２通（正・副） 

 ③写真          ２枚 ※選挙公報掲載原稿には貼らないこと。 

 

２．掲載文の記載について 

 掲載文は、町選挙管理委員会が交付した原稿用紙に、候補者の氏名、経歴の

ほか政見等を記載してください。 

(1)掲載文は、提出された原稿を写真製版によって黒色で印刷します。 

(2)掲載文は、原稿用紙の枠内に黒色ではっきり書いてください。 

 仕上げを美しくするには、きれいな原稿を作ることが大切です。 

又、原稿用紙の枠内いっぱいに記載することは自由ですが、上下左右に少しあ

きをとっていただくと見やすくなります。 

(注)記載用具は、活字、写植文字、ペン字又は毛筆を用いて、必ず黒色で記載

してください（混用はしないでください）。鉛筆、クレヨンは使用できません。 

(3)原稿用紙は４枚交付しますが、提出は２枚（同文のもの）で正・副を提出し

てください。原稿用紙の原稿記入部分の大きさは、町長選挙用が縦21.5cm×

横19cmで町議会議員選挙用が縦16cm×横19cmです。 

 正本は、東川町選挙管理委員会の交付した原稿用紙以外は使用できませんの

で注意してください（正本はコピーした原稿用紙は不可、副本はコピー可）。 

(4)文字の字体については、制限はありませんが、記載欄の枠外に書かれた文字

等は掲載されませんから、注意してください。 

(5)選挙公報に掲載される候補者名は、原則として戸籍上の氏名です。 

 ただし、公職選挙法施行令第８８条第８項の規定による選挙長の認定を受け

た通称名がある場合は、通称名とします。 
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(6)掲載文には、他人の名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、特定の商品の広告、

営業に関する宣伝をするなど、選挙公報としての品位をそこなう事項を記載

してはなりません。 

(7)使用できる文字等 

 通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに

句読点、かぎ、括弧、記号、符号、線及び傍点圏点並びに図、イラストレー

ション及びこれらの類。 

(8)原稿用紙の青色の点線部分は写真に写りません。氏名等を記載する場合の目

安にするものです。 

(9)原稿用紙は、汚さないようにしてください。（指紋等の付着にも注意） 

 又、原稿用紙には絶対折目やしみをつけないようにして、紙袋等に入れて提

出してください。これらは、すべて写真製版したとき、汚れとして出ますの

で、十分注意する必要があります。 

(10)原稿の内容は、正・副同じものとしてください。 

内容の字体等に相違がありますと、事務処理上支障をきたしますので、特に一

字一字注意してください。 

 なお、原稿は基本的に正のもので印刷します。ただし、正のものが汚れ等で

印刷に不適の場合などは、副のもので印刷する場合があります。 

正・副の内容に相違があっても、その責任は負いませんので注意してください。 

(11)提出された原稿は、修正(撤回)の場合のほかはお返しいたしません。 

 

３．候補者の写真について 

(1)３か月以内に撮影したもの。 

(2)候補者のみの無帽、正面向き、上部３分の１身(ワイシャツの第２ボタンよ

り上)を写した縦４．５㎝、横３．５㎝のもの（白黒写真に限る）。 

(3)バックは白無地。 

(4)枚数は２枚（同一原版に限る）で、掲載文原稿用紙には、貼りつけないでく

ださい。 

(5)裏面に氏名を掲載してください。 
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４．掲載文の修正について 

(1)すでに提出された掲載文を修正（撤回）しようとするときは、申請期限内（２

月２２日の午後５時まで）に、町選挙管理委員会に修正（撤回）の申請をし

なければなりません。 

 この日時経過後には、修正（撤回）の申請があっても受理できません。 

(2)掲載文の修正(撤回)の申請は、必ず候補者又はその代理人のかたが次の書類

を添えてしてください。 

(3)提出書類 

 ①選挙公報掲載文修正（撤回）申請書 １通 

 ②選挙公報掲載原稿（修正したもの） ２通（正・副） 

 

５．掲載順序のくじ 

 選挙公報の掲載順序を定めるくじは、２月２２日の午後５時４０分から、東

川町役場３階委員会室で東川町選挙管理委員会が行います。 

 くじを引く順番は、掲載申請書を提出した順（立候補届出順）に行います。 

 候補者又はその代理人はこのくじに立ち会うことができます。 
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第１号様式（第２条関係） 

令和 ５年 ２ 月 ２２日 

東川町選挙管理委員会委員長 西 川 宗 孝 様 

（候補者） 

住 所 北海道上川郡東川町東町１丁目１６番１号 

氏 名 当  選  大  吉  印 

連絡先住所 北海道上川郡東川町東町１丁目１６番１号 

℡（０１６６）８２ － ○○○○

選挙公報掲載申請書 

 東川町選挙公報の発行に関する条例第３条第１項の規定により、令和５年２

月２８日執行の東川町長選挙における選挙公報に掲載を受けたいので、下記の

とおり申請します。 

記 

１．掲載文 別紙のとおり（２通） 

２．写 真 別紙のとおり（２枚） 

書類番号 ３－８
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※写真はここに貼ら
ずに別途提出
（裏面に氏名を記入）

掲載文を記載するエリア

当選　大吉

記載例

候
補
者
氏
名
等
を

記
載
す
る
エ
リ
ア

0166　  82         0000
東川町東町１丁目16番１号

※注意※
・正副２部提出。正本と副本の内容は全く同じにすること。
・正本は配布した原稿用紙以外は使用不可。
・副本は正本のコピーでも可。
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令和〇年２月２８日執行

１２

３４

５６
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